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令 和 7 年 ６ 月 2 5 日 

仙 台 市 こ ど も 若 者 局 

幼稚園・保育部 運営支援課 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

仙台市職員（保育士）募集 
令和 7 年度 育休代替任期付職員募集案内 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

申込受付期間   6 月２５日（水）～7 月１６日（水） 
〈受験申込は郵送（「簡易書留」等の確実な方法）に限ります。申込受付期間中の消印のみ有効です。〉 

面接考査日    8 月 ４日（月）～８月 ８日（金） 
〈上記のうち指定する１日。集合日時は、受験申込受付後に送付する受験票で個別に通知します。〉 

 

◇育休代替任期付職員は、育児休業を取得する職員の代わりに、その育児休業期間中勤務する職員
で、任期は、おおむね 1 年以上 3 年未満です。 

◇給与や休暇等の勤務条件は、基本的に仙台市の正規の採用の保育士と同等です。 

◇最終合格者が登載される採用候補者名簿の有効期間は原則として、確定の日から令和 10 年 3 月 31
日までです。 

◇採用は、事前に、任期や勤務地等の連絡をした上で決定します。 

◇名簿の有効期間内であれば、一度採用された方でも、他の職員の代替職員として再度採用される場合
があります。 

（最終合格者の採用例） 

令和 7 年 令和 8 年 令和 9 年 令和 10 年 令和 11 年 

 
 
 

   

 

 

10/1    5/31   7/1  5/31 

        採用    任期満了 採用  任期満了 

◇採用について年齢制限はありません。 

※職員の育児休業取得状況により、採用候補者名簿に登載されても採用されない場合があります。 

※この選考を受験しながら、あるいは育休代替任期付職員として業務に従事しながら、任期の定めのない職員（保育士）

の採用試験を受験することもできます（受験資格を満たしている場合）。 

※育休代替任期付職員への採用は、このほかの本市職員の採用にあたって、何ら優先されるものではありません。 

 

1. 選考の種類、採用予定人員及び職務概要 

選考の種類 採用予定人員 職 務 概 要 

保育士（育休代替任期付） 45 名程度 保育所等において、保育士の専門業務に従事します。 

◇ 採用予定人員については、新規事業計画等により変更することがあります。 

 

（2 回目） 

採用候補者名簿有効期間 

（１回目） 

合格 3/31 

選考は、面接考査により実施します（筆記考査、論文考査はありません）。 
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2. 受験資格 
次の（1）から（3）までの要件を満たす人 

（1） 次のいずれかに該当する人 

ア 日本国籍を有する人 

イ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者 

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められている特別永住者 

（2） 地方公務員法第 16 条に定められている次のいずれにも該当しない人 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

イ 仙台市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とするもの以外）は受験

できません。 

（3） 保育士登録を受けている人、又は令和 8 年春までに登録を受ける見込の人（国家戦略特別区域限定保育士として

仙台市で登録を受けている人、又は令和 8 年春までに登録を受ける見込の人を含む。） 

※ 年齢に関する要件はありません。 
 

3. 考査の日時・会場 

考 査 日 時 考 査 会 場 

面接考査 

８月４日（月）～8 日（金）のうち指定する１日 

※日時は、受験申込受付後に送付する受験票で個別

に通知します。 

仙台市役所上杉分庁舎 

※４ページ参照 

≪受験にあたっての注意≫ 
  1 受験票、保育士証の原本を持参してください。※保育士登録見込みの方は、当日受付時に申し出てください。 

2 考査の方法は、日本国籍の人、日本国籍を有しない人全て同一です。面接考査は、全て日本語での質問・応答です。 

3 考査時間中は、携帯電話・スマートフォン、ウェアラブル端末等の使用は固く禁止します（時計の代わりに使用する

ことも認めません。）。考査時間中に使用を確認した場合は、失格となることがあります。  

4 受験者については、受験資格の有無、受験申込書記載事項の真否等に関して調査を行うことがあります。 

5 災害等により会場の変更、試験の延期、開始時刻の繰り下げ等を実施する場合は、仙台市ホームページ「子育て・若

者＞子育て・若者施策＞募集情報等＞募集情報」（4 ページ参照）でお知らせします。 

 

4. 考査の方法 

考 査 考 査 内 容 

面接考査 個別面接 

 

5. 受験申込手続 

（1） 本案内はさみ込みの受験申込書に必要事項を漏れなく記入の上、所定欄に自筆で署名し、写真（縦 4cm×横 3cm）

を貼ってください（「受験申込書の記入要領」に従って記入してください。また、申込書の記入が十分か、写真は正し

いサイズで鮮明か等、必ず確認してください。受験申込書の記載内容は、面接考査の評定を行う際の参考として扱い

ます。）。 

（2） 申込は郵送に限ります。封筒の表には「育休代替任期付職員（保育士）受験」と朱書きし、封筒の裏には氏名と住

所を記入して、〒980-8671 仙台市こども若者局運営支援課（住所不要）あてに「簡易書留」等の確実な方法により

送付してください。受付期間中の消印のあるものに限り受理します。 

（3）受験票は 7 月 25 日（金）に発送予定です。7 月 31 日（木）までに届かない場合には、運営支援課に照会してくだ

さい。 

 

6. 合格発表 

発 表 日 時 掲 示 場 所 

８月 22 日（金）正午 仙台市ホームページ 

◇ 8 月 22 日正午以降、仙台市ホームページ「子育て・若者 ＞子育て・若者施策 ＞ 募集情報等 ＞ 募集情報」（4 ページ

参照）に合格者の受験番号を掲載します。また同日午後 1 時以降、運営支援課で電話による合否の照会を受け付けます

（電話 022-214-8187）。 

◇ 合格者にのみ通知書を郵送しますが、発表後５日たっても届かない場合には、運営支援課に照会してください。 

◇ 受験資格を満たしていない場合又は受験申込書等の提出書類の記載事項に事実と異なる記載があった場合には、考査
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に合格しても採用される資格を失うことがあります。 

 

◇ この考査の結果については、口頭で開示を請求することができます（下表参照）。 

対 象 開 示 内 容 期 間 申 込 方 法 場 所 

面接考査の

不合格者 

面接考査の順位

及び最終得点 

合格発表日から

1 か月間 

受験者本人が、本人であることが確認でき

る書類（運転免許証、旅券等）をお持ちの上、

午前 9 時から午後 5 時までの間に口頭で申

し込んでください。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日は受付しません。なお、電話、手紙

等での申込はできません。 

こども若者局幼

稚園・保育部運

営支援課（仙台

市役所上杉分庁

舎 7 階） 

※ 法定代理人又は本人の委任による代理人からの請求を希望する場合は、運営支援課までお問い合わせください。 

 

7. 採用の方法 

（1）最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。この名簿は、原則として確定の日から令和 10 年 3 月 31 日まで

有効です。 

（2）名簿に登載されると、職員の育児休業の取得状況に応じて、順次採用者が決定されます（採用は不定期であり、すぐ

に採用されない場合があるほか、登載されても必ず採用されるとは限りません。）。 

（3）採用の決定に当たっては、事前に、任期や勤務地等の連絡をします。その連絡は、通勤等を考慮の上、原則として名

簿登載順（考査の最終得点順）に行います。また、採用前に健康診断の受診が必要になります。 

（4）育児休業を取得する職員の産前・産後休暇期間に勤務が可能な方については、会計年度任用職員として採用するこ

とがあります。 

（5）名簿の有効期間内であれば、一度採用された方でも、他の職員の代替職員として再度採用されることがあります。 

採用考査 

受 験 
 

最終合格 

 

採用候補者 

名簿登載 

 産前・産後休暇 

育児休業取得 

職員の発生 

 
採用に 

ついて 

の連絡 

 
採用の 

決定・手続 
 採用   

   

（6）保育士の最終合格者には、児童福祉法第 18 条の 20 の 4 第 3 項の規定に基づき、「保育士特定登録取消者管理シス

テム」のデータベースを活用し、採用前に保育士登録の取消履歴の確認を行います。確認の結果、児童生徒性暴力等

を行ったことが判明した場合には、採用されないことがあります。 

 

8．勤務条件 

給与や休暇等の勤務条件は、基本的に仙台市の正規の採用の保育士と同等です。ただし、育児休業は取得できません。 

（1）給与 

初任給月額は、資格取得直後に採用された場合で、地域手当を含め、下表のとおりです（令和 7 年 4 月 1 日現在）。 

学歴や職歴によっては、この額に一定の基準に基づいて加算された金額となります。 

資格取得直後の場合 

学     歴 初任給（地域手当を含む） 

大  学  卒 約 234,500 円 

短  大  卒 約 218,400 円 

（例）短大卒で 

職歴がある場合 

職     歴 初任給（地域手当を含む） 

保育士（ 正職員 ）勤務経験 5 年 約 255,600 円 

保育士（ 正職員 ）勤務経験 10 年 約 275,000 円 

上記のほか、期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等がそれぞれの支給要件にしたがって支給されま

す。退職時には、支給要件にしたがって退職手当が支給されます。 

（2）勤務時間 

原則として 1 週間当たり 38 時間 45 分です。保育所においては、一番早い午前 7 時 15 分出勤・午後 3 時 45 分

退勤から、一番遅い午前 10 時出勤・午後 6 時 30 分退勤までの 12 区分で、4 週 7 休制の変則勤務です。 

（3）休暇 

年次有給休暇は１年間に 20 日です。このほか、結婚休暇、産前・産後休暇、配偶者出産補助休暇、男性職員の

育児参加のための休暇、子の看護等休暇、要介護者の介護や不妊治療のための休暇等の制度があります。育児休業

の取得はできません。 

（4）服務 

任用期間中は、営利企業等の従事制限など地方公務員法の服務に関する規定が適用されます。現在、企業等に在

職中の方が採用となる場合は、退職する必要があります。 

 

＝ 
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

国
分
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仙台市 こども若者局 幼稚園・保育部 運営支援課 
〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目 7 番 1 号  電話０２２（２１４）８１８７ 

 

仙台市ホームページ▸▸くらしの情報▸▸健康と福祉▸▸  

子育て・若者▸▸子育て・若者施策▸▸募集情報等▸▸募集情報 

https://www.city.sendai.jp/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/boshu/boshu/index.html 

 

【来場の際の注意】 

●時間に余裕をもってお越しください。 
●会場には駐車場がありませんので、 

自家用車での来場はできません。 
公共交通機関をご利用ください。 

〇仙台市役所上杉分庁舎 
（仙台市青葉区上杉一丁目 5 番 12 号） 
・地下鉄（仙台市地下鉄南北線） 

勾当台公園駅北 2 出口から徒歩約 3 分 

・バス（最寄のバス停から） 

県庁市役所前下車、徒歩約 2 分 

二日町北四番丁下車、徒歩約 3 分 

受験手続その他受験に関する問い合わせは 

《考査会場案内図》 

仙台市役所 

本庁舎 
宮城県庁 

市役所 
北庁舎 

青葉区役所 

市役所 
上杉分庁舎 

至 地下鉄南北線 
「勾当台公園駅」 

 

至 地下鉄南北線 
「北四番丁駅」 

 

会場 


